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人事行政の運営等の状況の公表について 

 

本組合では、人事行政運営における公正性、透明性を高めるため「中央広域環境施設  

組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」を定めています。この条例に基づき、

平成 25年度における本組合の人事行政の運営状況について、その概要を公表します。 

 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 

⑴ 職員採用の状況 

平成 25年度に職員の採用試験は、行いませんでした。 

 

⑵ 職員の退職状況（平成 25年 4月 1日～平成 26年 3月 31日） 

定年退職 勧奨退職 その他 合 計 

1人 0人 0人 1人 

 

⑶ 職員数の状況（平成 26年 4月 1日現在） 

平成 25年 平成 26年 対前年増減数 

6人 6人 0人 

※ 本組合には、上記職員 6人以外に構成市町からの派遣職員 3人が勤務しています。 

 

⑷ 年齢別職員構成の状況（平成 26年 4月 1日現在） 

区 分 35歳未満 
35歳以上 

40歳未満 

40歳以上 

45歳未満 

45歳以上 

50歳未満 

50歳以上 

55歳未満 

55歳以上 

60歳未満 
60歳以上 合計 

職員数 0人 2人 2人 1人 0人 0人 1人 6人 

構成比 0.0% 33.3% 33.3% 16.7% 0.0% 0.0% 16.7% 100% 

 

２ 職員の給与の状況 

 

⑴ 人件費の状況（平成 25年度普通会計決算） 

歳 出 額 

A 
実質収支 

人 件 費 

 B 

人件費率 

B／A 

平成24年度の 

人件費率 

2,245,665千円 127,604千円 52,637千円 2.3％ 2.3％ 

※ 人件費には、特別職に支給される報酬などを含みます。  
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⑵ 職員給与費の状況（平成 26年度普通会計予算） 

職員数 

A 

給    与    費 1人当たり給与費 

B／A 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B 

6人 21,749千円 2,230千円 7,494千円 31,473千円 5,246千円 

※ 給与費は、当初予算に計上された額です。 

 

⑶ 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成 26年 4月 1日現在） 

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

300,597円 321,763円 44.1歳 

※ 給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、通勤手当などの諸手当の額を合計したもの

です。 

 

⑷ 職員の初任給の状況（平成 26年 4月 1日現在）  

区  分 
初  任  給 

中央広域環境施設組合 国 

大 学 卒 172,200円 172,200円 

高 校 卒 140,100円 140,100円 

 

⑸ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成 26年 4月 1日現在） 

区  分 
経験年数10年以上 

経験年数15年未満 

経験年数15年以上 

経験年数20年未満 

経験年数20年以上 

経験年数25年未満 

大 学 卒 281,000円 336,500円 － 

高 校 卒 － － 344,400円 

 

⑹ 特別職の報酬等の状況（平成 26年 4月 1日現在） 

区    分 報 酬 額 

管理者 年額 80,000円 

副管理者 年額 30,000円 

議長 年額 30,000円 

副議長 年額 20,000円 

議員 年額 20,000円 

監査委員 識見を有する者の中から選任された委員 年額 120,000円 

議員の中から選任された委員 年額 60,000円 

公害防止審査委員会委員 年額 20,000円 

情報公開審査会委員 日額 6,200円 

個人情報保護審査会委員 日額 6,200円 

電気主任技術者 月額 250,000円 
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⑺ 級別職員数の状況（平成 26年 4月 1日現在） 

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

1 級 主事補、技師補及び相当職 0人 0.0%    

2 級 主事、技師及び相当職 0人 0.0%    

3 級 係長、主任及び相当職 3人 50.0%    

4 級 主査及び相当職 3人 50.0%    

5 級 課長補佐及び相当職 0人 0.0%    

6 級 課長、主幹及び相当職 0人 0.0%    

7 級 事務局長及び相当職 0人 0.0%    

合   計 6人 100%    

※ 中央広域環境施設組合の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

＊ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

 

３ 職員の手当の状況 

 

⑴ 期末手当・勤勉手当 

中央広域環境施設組合 国 

1人当たり平均支給額（平成25年度） 

       1,452千円  
－ 

（平成25年度支給割合） （平成25年度支給割合） 

 

 16月期 

期末手当 

1.225月分 

勤勉手当 

0.675月分 

 

 

 

 16月期 

期末手当 

1.225月分 

勤勉手当 

0.675月分 

 

 

 

12月期 

期末手当 

1.375月分 

勤勉手当 

0.675月分 

 

 

 

12月期 

期末手当 

1.375月分 

勤勉手当 

0.675月分 

 

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

 

⑵ 退職手当（平成 25年 4月 1日現在） 

中央広域環境施設組合 国 

（支給率） 

勤続20年 

勤続25年 

勤続35年 

最高限度額 

自己都合 

23.03月分 

32.83月分 

46.55月分 

55.86月分 

勧奨・定年 

28.7875月分 

38.955月分 

55.86月分 

55.86月分 

 

 

 

 

 

（支給率） 

勤続20年 

勤続25年 

勤続35年 

最高限度額 

自己都合 

23.03月分 

32.83月分 

46.55月分 

55.86月分 

勧奨・定年 

28.7875月分 

38.955月分 

55.86月分 

55.86月分 

 

その他の加算措置  

定年前早期退職特例措置（2%～30%加算） 

支給方法  徳島県市町村総合事務組合から支給 

その他の加算措置  

定年前早期退職特例措置（2%～20%加算） 
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⑶ 特殊勤務手当 

支給実績（平成25年度決算） 0千円 

支給職員1人当たり平均支給年額（平成25年度決算） 0円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成25年度） 0.0% 

手当の種類（平成26年4月1日現在） 

危険、不快、不健康、困難など特殊な勤務をした職員に支給 

 

⑷ 時間外勤務手当 

支給実績（平成 25年度決算） 67 千円 

職員 1人当たりの平均支給年額（平成 25年度決算） 11,127円 

 

⑸ その他の手当（平成 26年 4月 1日現在） 

手当名 内容及び支給単価 
支給実績 

(平成25年度決算) 

扶養手当 

扶養親族のある職員に支給 

配偶者13,000円、配偶者以外の親族１人につき6,500円（職員に配偶者

がない場合はそのうち1人につき11,000円）、特定期間の子1人につき

5,000円加算 

1,104千円 

住居手当 

借 家 家賃23,000円以下…家賃－12,000円 

家賃23,000円超…（家賃－23,000円）÷2＋11,000円＝支給額 

（最高27,000円） 

0千円 

通勤手当 自動車等を使用し通勤距離が2km以上のものに支給 558千円 

管理職手当 管理職の職に応じて支給 398千円 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

⑴ 勤務時間等（平成 26年 4月 1日現在） 

職員の 1週間の勤務時間は 38時間 45分で、1日の勤務時間は午前 8時 30分から午後 5時 15分

までです。 

休憩時間 正午～午後 1時 

（公務の運営上の事情により、特別の形態によって勤務する必要のある職員を除く。） 

⑵ 休暇制度の状況 

職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇があります。 

特別休暇とは、特定の事由に基づいて認められるもので、選挙権の行使、結婚、出産等に伴う   

休暇です。 

・ 平成 25年 年次有給休暇           平均取得日数  10.67日 

・ 平成 25年 新たに育児休業を取得した職員   取得人数      0人 
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５ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 

処分者等の状況（平成 25年 4月 1日～平成 26年 3月 31日） 

分限処分 

 

懲戒処分 

処分内容 処分者数 処分内容 処分者数 

降  任 0人 戒  告 0人 

免  職 0人 減  給 0人 

休  職 0人 停  職 0人 

降  給 0人 免  職 0人 

 

６ 職員の服務の状況 

 

⑴ 職員服務の基準 

   地方公務員法第 30条に「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、

職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定されています。 

   職員には、命令に従う・秘密を守るなどの義務や信用失墜行為・争議行為の禁止などが課されて

います。 

 

⑵ 職務専念義務免除の状況 

   職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合のほかは、その勤務時間及び職務上の注意力のす

べてをその職責遂行のために用いなければなりません。（地方公務員法第 35条） ただし、「中央

広域環境施設組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例」により、研修を受ける場合や厚

生に関する計画の実施に参加する場合などに、任命権者の承認を得て職務専念義務を免除されるこ

とがあります。 

 

⑶ 営利企業等従事制限の状況 

   職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする会社等の役員を兼ねたり、報酬を得

ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならないとされています。（地方公務員法第 38条） 
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７ 職員の研修の状況 

 

高度化、多様化する住民ニーズに的確に対応するため、職員の資質・勤務能率の向上に努めてい  

ます。 

 

  研修実施状況（平成 25年度） 

研修区分 受講者数 研修内容 

徳島県自治研修センター 1人 法制執務講座 

その他機関・団体実施研修 8人 

廃棄物処理研修、安全衛生推進者養成講習、震災

廃棄物処理セミナー、衛生管理研修、エネルギー

管理講習、職場の安全衛生研修、公務災害防止 

研修 

合  計 9人  

 

８ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

⑴ 安全衛生管理体制の状況（平成 25年度） 

労働安全衛生法等に基づき、職員の安全や健康の確保並びに快適な職場環境の形成を促進し、  

職員の健康管理等について協議するため、安全衛生委員会を開催しました。 

 

⑵ 職員の健康診断の実施状況（平成 25年度） 

実施事業 対象職員 

定期健康診断 人間ドック受診者以外の全職員 

人間ドック 希望者 

 

⑶ 公務災害の状況 

職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合に、地方公務員災害補償法に基づき、その

災害で生じた補償を受けることができます｡ 

 

 公務災害の認定状況（平成 25年度） 

区  分 公務災害 通勤災害 

認定件数 0件 0件 

 

⑷ 利益の保護の状況（平成 25年度） 

内    容 有 無 

職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求 無 

職員に対する不利益な処分についての不服申立て 無 
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⑸ 共同互助会加入の状況（平成 25年度) 

互助会名 加入職員数 
財  源 

会員掛金 補助金 

徳島県市町村職員互助会 6人 68,202円 68,223円 

 


